
令和４年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

国土交通省 最終的な調整結果 

 

管理番号 290 提案区分 B 地方に対する規制緩和 提案分野 11_その他 

 

提案事項（事項名） 

一の公の施設に同時に二以上の指定管理者の指定が可能であることの明確化 

 

提案団体 

東京都 

 

制度の所管･関係府省 

総務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

指定管理者制度の運用について、各施設の状況等に応じ、一の公の施設に、同時に二以上の指定管理者を指

定することが可能であることを明確化してほしい。 

 

具体的な支障事例 

【現在の制度】 

指定管理者の指定については、「指定管理者制度のすべて 制度詳解と実務の手引【改訂版】」（第一法規、

2009）123 頁によると、指定管理者制度は、『一の公の施設について、同時に二以上の指定管理者を指定するこ

とは原則として適当ではない。しかしながら、一の公の施設が複数の機能を併せ持つような場合に、同時に二以

上の指定管理者を指定することが管理の効率化につながると判断され、施設の管理責任についても明確に区

分することができるのであれば、同時に二以上の指定管理者を指定することも法律上排除されていない。』とさ

れている。 

しかしながら、このことに関する取扱い等が通知等で明確に示されていないため、「一つの公の施設が複数の機

能を併せ持つ場合」でなければ、一の公の施設で同時に二以上の指定管理者を指定することが出来ないという

解釈が生じてしまう。 

【支障事例】 

平成 29 年の都市公園法改正で公募設置管理制度（以下、「P-PFI」という。）が創設され、飲食店、売店等の公

園利用者の利便向上に資する公募対象公園施設の設置と、その収益を活用した周辺の園路、広場等の特定公

園施設の整備改修等を一体的に行う者を公募により選定できることとなった。 

この特定公園施設の管理については、国土交通省のガイドライン（都市公園の質の向上に向けた Park-PFI 活

用ガイドライン）によると、公募対象公園施設を設置・運営する P-PFI 事業者を指定管理者とすることが可能で、

一体的に管理することが公園の魅力増進や利用者の利便の向上につながるとされている。 

しかし、既に別の指定管理者が管理している公園の一部に新たに P-PFI を導入する場合、複数の機能を併せ

持たないため、１施設１指定管理者の原則から、P-PFI 事業者を個別に指定管理者に指定することが困難とな

り、特定公園施設と公募対象公園施設の一体的管理による効果が発揮できない状況が生じてしまう。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

各自治体や各施設の状況に応じて、複数の機能を併せ持たない場合でも１施設に複数の指定管理者を指定す

ることが可能であることが明確になれば、P-PFI のような民間活力活用による公園の魅力増進や利用者の利便

向上を一層推進することが可能となる。 

また、管理運営状況評価を各指定管理者ごとに行うことにより、それぞれ特色のある施設の適切な PDCA を実

施することが可能になるなど、P-PFI 事業の魅力的な都市公園の創出や利用者サービスの向上という事業効果

を十分に発揮することができると見込まれる。 



 

根拠法令等 

地方自治法、都市公園法 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 

花巻市、宮城県、長野県、京都市、兵庫県、高松市、熊本市 

 

○当県の県立都市公園における P－PFI 制度の導入事例はないが、今後、民間活力の積極的な導入を図るこ

ととしており、より柔軟な公園管理のあり方として、提案内容については、概ね賛同。 

○当課においては、所管しているのが地域の拠点施設という性格上、地域運営組織以外に指定管理をさせるこ

とは考えていないところであるが、制度として複数の指定管理者を指定することについては、市の所有施設全体

を考えた場合に利便性の向上につながることも期待される。 

 

各府省からの第１次回答 

平成 15 年９月２日国都公緑第 76 号国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長通知「指定管理者制度による

都市公園の管理について」（以下「本通知」という。）の第１項において、都市公園の全体又は区域の一部の管理

を指定管理者に行わせることができると定めている。 

また、本通知の第４項に基づき、例えば、PFI 事業者が事実行為として整備した公園の一部を、指定管理者制度

により当該 PFI 事業者に管理させることができる。 

本通知においては、既に指定管理者による管理が行われている公園（又はその一部の区域）について、既存の

指定管理者との管理区分を明確にできる場合、当該区域の一部を第三者が指定管理者として管理することは

妨げられていないところであり、Park－PFI 事業を行う場合も同様である。よって、既に指定管理者制度により管

理されている公園の一部を、Park－PFI 事業者が事実行為として整備している場合について、当該 Park－PFI

事業者が指定管理者制度により当該区域を管理することも可能である。 

一方で、一の公の施設について同時に二以上の指定管理者を指定することについては、原則として適当ではな

いものの、各地方公共団体において、同時に二以上の指定管理者を指定することが管理の効率化につながると

判断され、施設の管理責任についても明確に区分できるのであれば、地方自治法上排除されていないところで

ある。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

総務省及び国土交通省から平成 15 年９月２日国都公緑第 76 号国土交通省都市・地域整備局公園緑地課長

通知「指定管理者制度による都市公園の管理について」の解釈として、「既に指定管理者による管理が行われ

ている公園（又はその一部の区域）について、既存の指定管理者との管理区分を明確にできる場合、当該区域

の一部を第三者が指定管理者として管理することは妨げられていないところであり、Park－PFI 事業を行う場合

も同様である。」との回答が得られたことから、この解釈を十分に参考とし、指定管理者制度を運用していく。な

お、上記の旨を通知等により改めて地方公共団体へ周知願いたい。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

－ 

 

地方六団体からの意見 

【全国知事会】 

現行制度で対応可能である旨について、十分な周知を行うべきである。 

 

各府省からの第２次回答 

今後、既に指定管理者による管理が行われている公園（又はその一部の区域）について、既存の指定管理者と

の管理区分を明確にできる場合、当該区域の一部を Park－PFI 事業者等の第三者が指定管理者として管理す

ることも可能である旨、通知により地方公共団体への周知を図ってまいりたい。 

 



令和４年の地方からの提案等に関する対応方針（令和４年 12 月 20 日閣議決定）記載内容 

５【総務省（２）】【国土交通省（１）】 

地方自治法（昭 22 法 67）及び都市公園法（昭 31 法 79） 

指定管理者が管理している公園又はその一部の区域については、既存の指定管理者との管理区分を明確にで

きる場合に、当該区域の一部を Park-PFI 事業者等の第三者が指定管理者として管理することが可能であるこ

とを、地方公共団体に通知する。 

［措置済み（令和４年 12 月９日付け国土交通省都市局公園緑地・景観課長通知）］ 

 

 


